様式第２
誓約書
名古屋港管理組合管理者　様
住所又は主たる所在地
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　印

先着順売払い申込みにあたり、下記事項について、誓約いたします。これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴組合が行う一切の措置について意義の申立てを行いません。
記
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のアからカのいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者。ただし、当該事実と同一の事由により指名停止期間中の者を除く。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 
イ 契約者又は申込者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 
オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
カ アからオまでのいずれかにより参加申込みできないこととされている方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある者
ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 公有財産買受申込書を提出する時点で指名停止の期間中の者
(5) 公有財産買受申込書を提出する時点で「名古屋港管理組合が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」（名古屋港管理組合管理者・愛知県警察本部長、平成２３年３月３１日締結）に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員等（暴力団（暴対法第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。）がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋港管理組合が行う契約等において妨害（不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
２　本物件を購入した場合、土地売買契約締結の日から５年間、売買物件を次に定める用に供し、 又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸しません。
(1)暴対法第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
以上




